
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  期限後の不服申立て                    

Ｑ：国税通則法が改正され、直接、審査請

求することができるようになったそうですが、

期限に間に合わなかった場合でも救済制度は

ないのですか？                                      

                                              

Ａ：正当な理由があれば認められます。 

【解説】 

国税通則法が改正され、処分に不服がある

場合は、異議申立てが不要になり、処分があ

ったことを知った日の翌日から３ヶ月以内に

再調査の請求をするか又は直接審査請求をす

るかのどちらかを選択して行うことができる

ようになりました。 

ところで、この期限に間に合わなかった場

合、原則は受け付けられませんが、次のよう

な正当な理由があるときは認められることと

なっています。 

 ①誤って法定の期間より長い期間を不服申立

期間として教示した場合において、その教

示した期間内に不服申立てがされたとき 

 ②不服申立人の責めに帰すべからざる事由に

より、不服申立期間内に不服申立てをする

ことが不可能と認められるような客観的な

事情がある場合(具体的には、地震、台風、

洪水、噴火などの天災に起因する場合や、

火災、交通の途絶等の人為的障害に起因す

る場合等) 
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